
　飛鳥川沿いの 6市町村（田
原本町・川西町・三宅町・橿
原市・高取町・明日香村）が
広域での観光振興を進める一
環として、観光シンポジウム

観光・まちづくり推進課商工観光係☎ 34-2080

平田進也さんが講演

飛鳥川沿い地域の
広域観光シンポジウム

を開催します。日本旅行のカリスマ添乗員である平田
進也さんの講演や 6市町村の首長とのパネルディス
カッションがあります。

入場無料
日　時

11月19日㈰ 開場…午前 9時 30 分
開演…午前 10時

場　所 青垣生涯学習センター　弥生の里ホール

定　員 800 人（事前申込不要、先着順）

今
年
度
の
「
健
康
診
査
」
が
ま
も
な
く
終
了

「
国
民
健
康
保
険
の
特
定
健
康
診
査
」・「
後
期
高
齢
者
医
療
の
健
康
診
査
」

問
　
住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係
☎
34
・
2
0
9
7

　
　
　
　
　
　
　
福
祉
・
高
齢
医
療
係
☎
34
・
2
0
9
6
／
☎
34
・
2
0
9
5

　
6
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
、
国
民
健
康

保
険
と
後
期
高
齢
者
医
療
の
健
康
診
査
の

受
診
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す
。

　
ご
自
身
の
健
康
状
態
の
確
認
、
生
活
習

慣
病
の
早
期
発
見
や
早
期
対
応
、
心
臓
病

や
糖
尿
病
・
脳
卒
中
の
予
防
、
生
活
習
慣

を
見
直
す
絶
好
の
機
会
と
な
り
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

受
診
券
が
な
い
場
合
は
？

　
紛
失
な
ど
で
受
診
券
が
な
い
場
合
は
、

再
発
行
し
ま
す
の
で
、
住
民
保
険
課
ま
で

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

定
期
的
に
受
診
し
て
い
る
人
は
？

　
既
に
慢
性
疾
患
な
ど
で
定
期
的
に
受
診

し
て
い
る
人
は
必
ず
し
も
健
康
診
査
を
受

け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
主
治
医
と
相

談
の
う
え
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

12
月

31
日
㈰
ま
で

受
診
期
限

※ 

年
末
は
医
療
機
関
が
大
変
混
み
合
い
ま

す
。
早
め
の
受
診
を
お
勧
め
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
の

健
康
診
査
（
個
別
）

平
成

30
年

1
月

31
日
㈬
ま
で

受
診
期
限

個
別
健
診

集
団
健
診

日
時11

月

19
日
㈰
・

12
月

２
日
㈯

午
前
9
時
〜
11
時

場
所

町
民
ホ
ー
ル
（
町
役
場
西
側
）

※ 

今
年
度
に
実
施
す
る
集
団
健
診
は
、
あ

と
2
日
間
で
す
。
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
！

国
民
健
康
保
険
の
特
定
健
康
診
査

（
40
〜
74
歳
の
国
保
加
入
者
）

町内で健康診査を受診できる医療機関
（県内の医療機関でも受けられます）

※ 休診などの場合がありますので、あらかじめ医

療機関にお問い合わせください。

医療機関名 所在地 電話番号
あまい医院 612 ☎ 33-3215
植山医院 120 ☎ 32-2036

小阪内科クリニック 新町 52-3 ☎ 32-2602

小嶌内科小児科 三笠 17-8 ☎ 33-0933
坂根医院 矢部 337-1 ☎ 34-3300
忠岡医院 秦庄 456-8 ☎ 32-2629
辻クリニック 547 ☎ 32-2258
てらかたクリニック 薬王寺 344-1 ☎ 33-4108
殿村医院 新町 30-1 ☎ 33-5420
根元整形外科眼科医院 秦庄 137-1 ☎ 33-8211
水野医院 183-7 ☎ 32-2401
国保中央病院 宮古 404-1 ☎ 32-8800
奈良県健康づくりセン

ター
宮古 404-7 ☎ 32-1122

奈良県総合リハビリテ

ーションセンター
多 722 ☎ 32-0200

町民の皆さんにお知らせしたい情報を
ドンと拡大して掲載しています。
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日
本
年
金
機
構
か
ら

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た
全
額

が
所
得
税
及
び
住
民
税
の
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
そ
の
年
の
1
月
か
ら
12
月
ま
で
に
納
付

さ
れ
た
保
険
料
の
全
額
が
対
象
で
す
。
過

去
の
年
度
分
や
追
納
さ
れ
た
保
険
料
も
含

ま
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
ご
自
身
の
保
険
料
だ
け
で
は
な

く
、
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
保
険
料
も
合
わ

せ
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
に

は
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う
と
き

に
、
領
収
証
書
や
社
会
保
険
料
（
国
民
年

金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
な
ど
保
険
料
を

納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

控
除
証
明
書
の
送
付
時
期

11
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
る
人
　
平
成
29

年
1
月
1
日
〜
9
月
30
日
ま
で
の
間
に
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
人

     平
成
30
年
2
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
る
人

　
平
成
29
年
10
月
1
日
〜
12
月
31
日
ま
で

の
間
に
、
今
年
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
し
た
人

問
い
合
わ
せ
先

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　
0
5
7
0
・
0
0
3
・
0
0
4

　（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

 

0
5
0
か
ら
始
ま
る
電
話
か
ら
お
か

け
に
な
る
場
合

　
０
３
・
6
6
3
0
・
2
5
2
5

受
付
期
間
　
11
月
1
日
㈬
〜
平
成
30
年
3

月
15
日
㈭
ま
で

受
付
時
間

▼
月
〜
金
曜
日
　

　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
7
時

▼
第
2
土
曜
日
午
前
9
時
〜
午
後
5
時

※ 

祝
日
（
第
2
土
曜
日
を
除
く
）、
12
月

29
日
〜
平
成
30
年
1
月
3
日
は
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明

書
が
発
行
さ
れ
ま
す

年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
必
要
と
な
り
ま
す

桜
井
年
金
事
務
所
☎
42
・
0
0
3
3

町
住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係
☎
34
・
2
0
9
7

町役場の代表電話番号☎ 0744-32-2901
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募
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行
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催
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講
座

そ
の
他

お
知
ら
せ

第
5
回
新
春
田
原
本
ふ
る
さ
と
か
る
た
大
会

田
原
本
町
記
紀
・
万
葉
事
業

田
原
本
町
記
紀
・
万
葉
事
業
実
行
委
員
会
事
務
局
（
町
観
光
協
会
内
）

☎
・
FAX
33
･
4
5
6
0

対
象
　
町
内
在
住
の
小
学
3
〜
6
年
生

※ 

田
原
本
小
学
校
区
以
外
の
児
童
は
保
護

者
の
同
伴
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、

同
伴
す
る
保
護
者
は
競
技
中
も
会
場
内

で
の
待
機
を
お
願
い
し
ま
す
。

募
集
人
数

　
30
人
（
先
着
順
） 

※ 

12
月
21
日
㈭
ま
で
に
参
加
証
を
送
付
し

ま
す
。

賞
品
な
ど
　
全
員
に
参
加
賞
を
、
入
賞
者

に
は
賞
品
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

申
込
方
法
　
11
月
15
日
㈬
〜
30
日
㈭
に
、

メ
ー
ル
ま
た
は
郵
送
で
住
所
・
氏
名
（
ふ

り
が
な
）・
学
校
名
・
学
年
・
電
話
番
号
・

同
伴
す
る
保
護
者
の
氏
名
を
記
入
し
て
申

込
先
へ
。

申
込
先
　
田
原
本
町
記
紀
・
万
葉
事
業

実
行
委
員
会
事
務
局
（
町
観
光
協
会
内
）

／
〒
6
3
6

･

0
3
0
0

　
田
原
本
町

1
9
3
／

shikinosato@
arion.ocn.

ne.jp

／
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
（
火
曜

日
は
休
館
）

―
「
田
原
本
ふ
る
さ
と
か
る
た
」
を
活
用

し
、
郷
土
の
魅
力
を
楽
し
み
な
が
ら
学
び
、

郷
土
愛
を
育
も
う
！
―

　
新
春
田
原
本

ふ
る
さ
と
か
る

た
大
会
を
左
記

の
と
お
り
開
催

し
ま
す
。
皆
さ

ん
の
ご
参
加
を

お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

場
所

町
民
ホ
ー
ル（
町
役
場
西
側
）

日
時

平
成

30
年

1
月

13
日
㈯

午
後
1
時
〜
4
時
30
分

（
受
付
＝
午
後
0
時
20
分
〜
）

▲田原本町観光ボランティアガイド
の会「磯城のみち」の発案により作
成された、手のひらサイズの「田原
本ふるさとかるた」。町内にある有
名な遺跡や伝統ある神社・寺などを
題材とした 40 首のかるたです。
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町民の皆さんにお知らせしたい情報を
ドンと拡大して掲載しています。

　町では各種統計調査において、調査員として活動して
いただける人を随時募集しています。
　調査票の配布や回収などを行う調査員の仕事は、統計
調査の最前線であり土台となる重要な部分を担っていま
す。興味のある人は、登録をお願いします。

広報課情報発信係☎ 34-2069

空いた時間を有効に活用できます

統計調査員として
活動してみませんか

統計調査員の仕事（標準的な調査）
❶調査員事務打合せ会への出席
❷担当調査区域と調査対象の確認
❸調査票の配布・記入依頼・回収
❹集めた調査票の検査・整理
❺調査票などの関係書類の提出
報酬　調査の内容、件数などにより支払われます。
申込　印鑑を持参のうえ、広報課情報発信係で登録申請
書類に記入してください。
※ 登録資格など詳しくはお問い合わせください。

　子どもに対して大人が力によって、子どもの行動を
コントロールしようとすること。
 叩いたり殴ったりして、身体的な痛みを加える。
 食事を与えないなど、子どもの基本的な権利を奪うや
り方をする。
 起きた事柄に対して、不釣り合いな罰を与える。
 さげすみ、軽んじるような情緒的な攻撃をする。など

虐　待

　子どもが自分自身で感情や行動をコントロールできる
ように大人が子どもに働きかけること。
   「してはいけないこと」ではなく「何をすればよいか」
を教える。
 自分の欲求はどのようにすれば達成できるかを教える。
 大人や他の子どもと、適切に交流できるように教える。
良いところを伸ばす。

しつけ 11
月
は
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
で
す

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
を
守
る
た
め
に

こ
ど
も
未
来
課
子
育
て
相
談
係
☎
33
・
9
0
3
5

　
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
に
は
「
子
ど
も
虐
待

防
止
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
一
人
で
も
多
く
の
人
た
ち
に
「
児
童
虐

待
防
止
」
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
い
、
子

ど
も
た
ち
の
笑
顔
を
守
る
た
め
に
一
人
ひ

と
り
に
何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
る
機
会

に
し
ま
し
ょ
う
。

※ お近くの児童相談

所につながります。

※ 連絡された人の秘

密は固く守られます。

児童相談所
全国共通ダイヤル

☎ 189
（いちはやく）

連絡先
月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前 8時 30 分～午後 5時 15 分
町こども未来課（子育て世代包括支援センター）

　子育て相談係☎ 33-9035
土・日曜日、祝日、夜間（午後 5時 15 分～午前 8時 30 分）
児童家庭支援センターあすか☎ 44-5800

24 時間 365 日
県中央こども家庭相談センター☎ 0742-26-3788

「しつけ」と「虐待」ってどう違うの？

子
ど
も
の
周
囲
に
い
る
人
へ
　

　
あ
な
た
の
気
づ
き
が
、
保
護
者
の
支
援

に
つ
な
が
り
ま
す
。
虐
待
を
し
て
い
る
保

護
者
も
、
心
の
中
で
は
誰
か
に
止
め
て
も

ら
い
た
い
、
助
け
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
連
絡
す
る
こ
と
で

救
え
る
の
は
子
ど
も
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
保
護
者
を
救
う
助
け
に
も
な
り
ま
す
。

町こども未来課（子育て世代包括支援センター）子育
て相談係☎ 33-9035 ／月～金曜日（祝日・年末年始を
除く）／午前 8時 30分～午後 5時 15分

妊娠したかもしれないがどうしたらいいの？
　妊娠したが望んでいない、誰にも言えず困っている。

保
護
者
の
方
へ

　
子
育
て
を
し
て
い
れ
ば
、
誰
で
も
、
時

に
は
イ
ラ
立
ち
や
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
し

ま
う
も
の
。
自
分
だ
け
で
抱
え
込
ま
ず
、

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
話
を
聞
か
せ
て
く

だ
さ
い
。
一
緒
に
考
え
ま
す
。
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　広く行政情報を公開し、事務事業の執行の透明性
を確保する一環として、工事などの入札結果をお知
らせします。

入札結果を公表します
　総務課契約検査係☎ 34-2108

広く行政情報を公開

■物品製造等 （単位：円／消費税及び地方消費税込み）
落札日 担当課 件名等 場所 落札業者 予定価格 落札金額 業者数
9 月 25 日 総務課 ドライブレコーダー 田原本町 890-1 サンネット原店 854,928 714,582 7

■建設工事 （単位：円／消費税及び地方消費税込み）
落札日 担当課 工事名 場所 落札業者 予定価格 落札金額 業者数
9 月 20 日 総合政策課 唐古・鍵遺跡整備事業　公園施設建設工事 鍵地内 ㈱中尾組 158,047,200 142,242,480 8
9 月 20 日 総合政策課 唐古・鍵遺跡整備事業（二工区）公園整備工事 唐古・鍵地内 ㈱山本工業 63,134,640 56,820,960 6
9 月 20 日 農政土木課 十六面雨水調整池整備工事 十六面地内 晃成建設 29,196,720 25,949,160 16
9 月 20 日 農政土木課 宮古 23号線歩道整備工事 保津地内 山上総業 16,713,000 14,800,320 13
9 月 20 日 農政土木課 満田農道整備工事 満田地内 吉村組 10,573,200 9,339,840 21
9 月 20 日 農政土木課 唐古 12号線道路改良工事 唐古地内 ㈱三昇 10,499,760 9,263,160 21
9 月 20 日 農政土木課 佐味水路改修工事 佐味地内 藤浪設備 7,376,400 6,511,320 8
― 農政土木課 大安寺唐古線舗装工事 八田他地内 入札中止

9月 20日 農政土木課 黒田舗装工事 黒田地内 ㈱仲谷組 5,266,080 4,661,280 8

■測量・設計コンサルタント等 （単位：円／消費税及び地方消費税込み）
落札日 担当課 業務名 場所 落札業者 予定価格 落札金額 業者数
9 月 11 日 農政土木課 宮古池他測量設計委託業務 宮古他地内 ㈱ウエスコ奈良営業所 7,120,440 6,264,000 8

9 月 11 日 農政土木課 阪手北雨水調整池整備検討他
委託業務 阪手他地内 東洋技研コンサルタント㈱奈良

営業所 4,729,320 4,212,000 7

9 月 11 日 教育総務課 田原本幼稚園駐車場詳細設計
委託業務

田原本町391
番 1地内 ㈱大和測量設計事務所 1,210,680 1,058,400 5

9 月 25 日 防災課 水仙会館解体及び防火水槽設
置工事設計業務委託

田原本町762
地内 ㈱都市企画設計コンサルタント 1,753,920 1,641,600 5

　「火の用心　ことばを形に　習慣に」を統一標語として、全国一斉に
秋の火災予防運動が実施されます。空気が乾燥し火災が発生しやすい季
節です。火の取り扱いには十分注意し、後始末は確実に行いましょう。
期間中、磯城消防署では、地元消防団や磯城婦人防災クラブ員との合同
巡回広報を実施します。
　町民の皆さんも、もう一度火の恐ろしさを思い起こし、地域や家庭か
ら火事を出さないためにはどうすればよいか、この運動を契機に考えて
みてください。

住宅防火　いのちを守る　7つのポイント
3 つの習慣
 寝たばこは、絶対やめる。
 ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
 ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
4 つの対策
 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
 寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
 お年寄りや身体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制をつくる。

命を守ってくれた！
住宅用火災警報器！！
事例紹介　ベッドで就寝中、
布団が落下して蚊取り線香に接触して
出火。住宅用火災警報器の警報音で目
を覚まし、布団を台所の流しに持って
行き水道水で消火した。
　このように、住宅用火災警報器によ
り助かった事例はたくさんあります。
　現在、住宅用火災警報器の設置は義
務となっています。未設置の住宅は、
一刻も早く住宅用火災警報器を設置し
ましょう。既に設置済みの住宅にあっ
ては、定期的に作動確認を行いましょ
う。また、設置から 10年以上経過し
ている住宅用火災警報器は、本体の交
換をお勧めします。
※ 悪質な訪問販売には注意してくだ
さい。 
※ 消防署が販売・取り付けをするこ
とはありません。

秋の火災予防運動
磯城消防署予防課☎ 33-2461

11 月 9日㈭～ 15 日㈬
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